
第１２１回パテント研究会のご案内（参加費無料） 
 

パテント研究会事務局 弁理士 長谷 久生 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、幣所の知財担当者向けの研究会として、第１２１回パテント研究会を開催致しますので、ご案内申し上

げます。 
 
１．日 時 平成２３年１０月２７日（木）ＰＭ１：３０～４：３０ 
 
２．場 所 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 ６Ｆ セミナールーム 
      岐阜市宇佐３丁目４－３ Tel：０５８－２７６－２１２２ 
 
３．講 師    特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所  米国弁理士 タラス・ベムコ 
 
４．内 容   「米国特許法改正」 
 

以下に記載する内容を始めとして、多くの改正点を含む米国特許法改正法案（リーヒ・スミス米国発

明法案）が９月８日、米上院において８９対９で可決されました。 
（１） 先発明主義から先願主義への移行 
（２） 特許付与後の異議申立制度の導入 
（３） 明細書ベストモード開示要件の無効理由からの除外 
皆様に最新の情報をご提供すべく、米国特許改正法について広江アソシエイツ特許事務所に勤務してい

る米国弁護士・弁理士のタラス・ベムコが解説します。なお、講義は英語で行われますが日本語の逐語

通訳が付きます。 
尚、当初の予定では「米国鑑定の実務」ということで準備を進めておりましたが、法案の成立を受け、

急遽予定を変更致しました。米国鑑定の実務に関しましては日を改めて開催する予定です。 
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